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   前橋市保健所関係使用料及び手数料条例の一部を改正する条例 

  

 前橋市保健所関係使用料及び手数料条例（平成２０年前橋市条例第４４号）の一部

を次のように改正する。 

 別表第６８号中「第１２条第２項」を「第１２条第４項」に改め、同表第７０号中

「第１３条第３項」を「第１３条第４項」に改め、同表第７２号中「第１４条第９

項」を「第１４条第１５項」に改め、同表第７６号中「第３９条第４項」を「第３９

条第６項」に改め、同表第７８号中「第４０条の５第４項」を「第４０条の５第６

項」に改め、同表第７９号中「第１条の５第１項」を「第２条の３第１項」に改め、

同表第８０号中「第１条の６第１項」を「第２条の４第１項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


